
「年収の壁」への対応について

・会社員の配偶者などで、パートやアル′Ч'卜をされている方は、年収106万
円や130万円など一定以上の収入になると、社会保険料を支払う必要が発
生します。

・そのため、手取り収入が減ることを避けるため、働きたいのに一定の水準以上
は働くことを控える、それが「年収の壁」と言われるものです。

▼

パート・アルバイトで働く方の、厚生年金
や健康保険の加入に併せて、手取り
収入を滅らさない取組 (※ )を実施す

し、労働者 1人当たり
最大50万円の支援をしますと
(※ )・社会保険適用促進手当を支給

(社会保険料の算定対象外 )

・賃上酬こよる基本給の増額
・所定労働時間の延長

る企業に文寸

「106万円の壁」対応

<′〔ッケージの適月日による収入変化のイメージ>(lo6万円の壁の例)
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ノギート・ア)レノヾイトでイ動く方が、繁1亡期
に労働時間を延1淘「などにょり、収入

が一時的に上がつたとしても、事
業主がその旨を証明することで、
引き続き被扶養者認定が可能
となる仕組みを作ります。

「 130万円の壁』対応

「年収の壁・支援強化パッケージ」とは

・「年収の壁突破・総合相談窓口」ほ卦日談くださいと

年収の壁に関する
厚生労働省HPは

こちら

繹電誕露野号 : 0120-030-045)← ±o月 30日に開始予定

ご不明な点があるときは



事業主の皆様ヘ 0厚生労働省ひと、くらし、〕らいのために
MInistryof Hestth,tabourand Wetto「e

年収の壁対策として

労働者 1人につき

キヤリアアツプ助成金

ⅢⅢ!― |1助成します !

02023年 10月 からキャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」が始まりました。
O労働者の収入を増加させる取組を行つた事業主に、労働者 1人につき最大50万円を助成します。
O支給申請の事務手続きも簡単になりました。

吟

篤

パrトタイム
キヤラクター

有期雇用労働法
「パゆう」ちゃん

労働者にとつて、
。「年収の壁」を意識せず働くことができると
。社会保険に加入することで処遇改善につながると

事業主の皆様の

人手不足の解消へ !

「社会保険適用時処遇改善コース」を新設しました !

(1)手当等支給メニュー (2)労働時間延長メニュー

要 件
1人 当 た り

助 成 額

①冥金の15%以上を追加支給
(社 会 保 険 適 用 促 進 手 当 な ど )

1年 目

20万 円

②賃金の15%以上を追加支給
(社 会 保 険 適 用 促 進 手 当 な ど )

3年 目以 降 、 ③ の 取 組

2年 目

20万 円

③ 賃金の 18%以上を増額
3年 目

10万 円

週 所 定 労 働
時 間 の 延 長

賃金 の

増 額
1人 当 た り

助 成 額

4時 間以 上

30万円

3時 間以 上
4時 間未 満

596以 上

2時 間以 上

3時 間未 満
10%以 上

1時 間以 上
2日寺間未 満

1596以 上

※ 助成額は中小企業の場合。大企業の場合は3/4の額。
※ 1年目に (1)の取組による助成 (20万円)を受けた後、

2年目に (2)の取組による助成 (30万円)を受けることが可能。

◆社会保険適用促進手当

事業主が社会保険適用に伴い手取 り収入を減らさないよう

手当を支給した場合は、本人負担分の保険料相当額を上限として
社会保険料の算定対象としません。

※令和 5年 10月 1日から令和 8年 3月 31日までの間に新たに社会保険の適用となつた労働者が対象です。

キヤリアアップ計画書を事前に提出しましよう !

2024(令和6)年 1月 31日までに取組を開始する場合

キヤリアアップ計画書は2024年 1月までに管轄労働局に提出してください
<申請 ス ケ ジ ュ ー

"♭

の 伊l>※給与を月末締め|・ 翌月15日払いで支払い、手当等支給メニューを選択した場合
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キャリアアップ

計画書

令和6年 1月 31日 までに

提出 (特例期間)

第 1期支給対象期

第 2期支給対象期

★ 給与 手当の支給

※)本 助成金の支給を受けるためには、手当の支給等の取組を6か月行うごとに、2か月以内に申請することが必要です。
※) 2024(令和6)年 2月 1日以降に手当の支給等の取組を始める場合は、取組を開始する前日までに、キャリアアップ計画を提出してください。



対象となる労働者をチェックしましよう !

|(1)手当等支給
メニュー
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本助成金の

支給要件には

P
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(2)労働時間延長. 
メニュー

(1)(2)の
併用メニュー 該当しませんポ

※ 1 厚生年金保険の被保険者数が常時101人以上である事業所の場合は、週の所定労働時間が20時間
以上かつ所定内賃金が月額8.8万円以上で学生ではないこと。100人以下の事業所の場合は、週の所
定労働時間及び月の所定労働日数が常時雇用のフルタイム従業員の4分の3以上である者であること。

※ 2 週所定労働時間を4時間以上延長、または3日寺間以上延長するとともに基本給を50/0増額改定する
等の措置。詳しくは、表面の「 (2)労働時間延長メニュー」をご

｀
覧ください。

※3 社会保険適用促進手当 (標準報固l州

1月額が10B4万円以下の者に対して、事業主が支給する場合、最長
2年間、社会保険の標準報固州月額 。標準賞与額の算定対象に含めない取り扱いとする手当)

ヽ

雇用している短時間労働者の中に、2023(令和5)年 10月以降、
たに社会保険の被保険者の要件※1を満たす方はいますか

は、以下の①、②の両方に該当する方ですか。
社会保険加入日の6か月前の日以前から継続して雇用されている。
社会保険加入日から過去2年以内に同事業所で社会保険に加入して

①
②

なヽかつた。

は、社会保険カロ入日から2か月以内に、週所
定労働時間を一定時間延長すること※2ができますか。

もの期防象所些割瓢効日入日から最長 2年間の手当
※3等の支給後の働き方について、労使で話し合い

を行う予陵 す力比

その労働者は、社会保険加入日から 1

年が経過した時点で、労働時間の延長
ができる見込みです力屹

|」ミい いいえ

は い いいえ

は い いいえ

は い いいえ

は い いいえ

働き方改革推進支援センター 無料相談窓口

○ キャリアアップ助成金の申請方法や助成額などの詳細については、都道府県労働局または管轄の
ノ(□ 一ワークまでお問合せください。

O 各都道府県の働き方改革推進支援センターでも助成金に関する相談を受け付けています。

○  「年収の壁突破・総合相談窓口」 (コ ールセンター)にもご
｀
相談いただけます。

年収の壁突破・総合相談窓口 (フ リーダイヤル・無料)

oo 0120-030-045 記踏育畷日i鷲違選i弓息
=1,3'意

ふ品

最寄 りのセンターの連絡先は 検 索

いただけません。)厚 生労働省公式HP



酉E偶者手当を見直して

若い人材の確保や能力開発に取り組みませんか?

|  いわゆる「年収の壁」対策

■今年は30年ぶりの高い水準での賃上げ。地域別最低賃金額の全国加重平均は

1′ Oo4円 となった。

■短時間労働者にもこのような賃上げの流れを波及させていくためには、本人

の希望に応して可能な限り労働参加できる環境作りが大切。

■わが国では、2040年にかけて生産年齢人由が急減し、社会全体の労働力確保

が大きな課題。既に、企業の人手不足感は、コロナ禍前の水準に近い不足超

過となうており、人手不足への対応は急務。

■当面の対応として、政府は「年収の壁・支援強化パッケージ」をとりまとめ、

支援を開始。
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なるほど。その場合、配偶者手当を見直す必要があるのかも しれないね。

例えば、夫の会社の配偶者手 当をもらうため、他社で働いている妻が、

手当受取 りの収 入基準 を超えな いよ うに働 き控え

をする場合もあるんだ。

このため、社会保障制度だけでなく、企業の配偶者手当が、いわゆる
「年収の壁」として、就業調整の一因となる場合があると聞いたよ。

※配偶者のいるパー トタイム労働者の就業調整の理由 :

被扶養者認定基準 (130万円)573%、 被用者保険加入 (106万円)214%、 配偶者手当154%

私たち企業の配偶者手当と「年収め壁」は何の関係があるの ?

「年収の壁」と配偶者手当の関係について

そうだね心配偶者手当を見直すことは、自社の人材確保のためにも役

立つよ。

配偶者手当の原資をもとに、共働 きの方や独 身 の方、能力開発 に積

極的な方など、いろいろな方が活躍できる賃金 。人事制度を改めて考

えるいい機会になると思う。

配偶着 手当を支給 す る企業 は減少傾 向なんだ。

働 く意欲のあるすべての人が、「年収の壁」を意識することなく、そ

の能力を十分に発揮できるような環境の整備にみんなで取 り組んでい

けたらいいね。

0



4ス テップのフローチャィ ト
賃金制度の円滑な見直しに向け、次のチャー トを参考に進めてみましょう

資 金 制 度 。人 事 制 度 の 見 直 し検 討 に着 手      !
まずは、他社の事例※も参考に自社の案を検討
※ 【「配偶者手当」のあり方の検討に向けて 実務資料編】P30をご覧ください

―従 業 員 の エ ー ズ を 踏 まえ た 票 の 策 定
アンケートや各部門からヒアリングを行い、自社にあった案に絞り込んでいく

―見 直 し案 の 決 定
[決定の過程での留意点 ]

・労使での丁寧な話し合い
。賃金原資総額の維持
。必要な経過措置   f

※ 【「配偶者手当」のあり方の検討に向けて 実務資料編】P8や P30を参考
に、従業員の納得感があるものにしましょう

※留意すべき法律や判例についてはP12以降をご参考ください

―決定後の新制度の丁寧な説萌
見直しの影響をうける従業員に丁寧な説明を行い、新制度を従業員の
満足度 向上 につなげま しょう

厚生労働省ウェプサイ ト

「配偶着手当」のあ り方の検討に向けて 実務資料綿

Step l

step 2

Step 3

step 4

手 当 見 直 し内容 の 具 体 例
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基本給の増額

子ども手当の増額

資格手当の創設
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詳細 は、厚 生 労働 省 ウ ェ ブサ イ ト
「配偶着 手 当の在 り方 の 検 討 」 にま とめ て い ます 。

(R5.10)


